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南都銀行（頭取 石田 諭）のグループ特例子会社※１である、なんとチャレンジド株式会社※２（代表 

取締役社長 橋本 雅至「以下、同社」）は 2025 年 12 月 22 日、厚生労働大臣より「障害者雇用に関する 

優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度) ※３」の認定を取得しましたので、お知らせいたしま

す。 

本認定は、奈良県内の特例子会社として初の取得となります。同社は本認定を受け、今後も障がいのあ

る社員一人ひとりが安心していきいきと働くことができる就労環境の整備を一層推し進めるとともに、仕

事を通じた自己実現の支援に取り組んでまいります。 

当行グループは、今後も多様な人材が活躍できる組織づくりを進めるとともに、持続可能な地域 

社会の実現に貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】        経営企画部（広報担当）      甲村
こうむら

・粟子
あ わ こ

     ℡ 0742-27-1599 

なんとチャレンジド株式会社  岩城・安藤      ℡ 0742-50-2130 

 

 

※1 特例子会社 

障がい者の雇用に特別な配慮を行い、「障害者の雇用の促進等に関する法律」における第 44 条の規定により、

一定の要件を満たしたうえで厚生労働大臣の認可を受けた子会社。障がい者雇用率の算定において親会社の

一事業所と見なされます。 

 

※2 なんとチャレンジド株式会社 

・2018 年 8 月、障がい者の雇用促進を目的に南都銀行の 100％出資子会社として設立。 

・障がいのある方が安心していきいきと働くことができる就労環境を整備するとともに、障がい者雇用の促進

活動や障がい者雇用ノウハウを広く社会に提供する活動に取り組んでいます。2019 年 2 月には、特例子会社

としての認定を受けています。 

※3 「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」 

･障がい者の雇用促進や安定に関する取組などが、特に優良な中小事業主を 

厚生労働大臣が認定する制度。 

･企業と障がい者が、明るい未来や社会の実現に向けて「ともにすすむ。」 

という思いを込めて、「もにす」という愛称が付けられています。 

 

なんとチャレンジド株式会社が「もにす認定制度」を取得！ 


